
 
 

 

一 

 
 

 

総
理
府
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

総
理
府
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
二
節 

特
別
の
機
関
（
第
九
条
―
第
十
五
条
の
三
） 

 

目
次
中
「
第
二
節 

特
別
の
機
関
（
第
九
条
―
第
十
五
条
）
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

第
三
節 

地
方
支
分
部
局
（
第
十
五
条
の
四
） 

 
 

」 

に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

 

三 

人
事
行
政
に
関
す
る
事
務 

 

四 

行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務 

 

五 

行
政
機
関
の
業
務
の
監
察
及
び
統
計
に
関
す
る
事
務 

 

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
総
理
府
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
」

を
「
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
そ
の
範
囲
内
で
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含 

む
。
）
に
従
つ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
を
同
条
第
六
十
七
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
の
次

に
次
の
五
十
三
号
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

二 

 
十
四 

国
家
公
務
員
に
関
す
る
制
度
に
関
し
調
査
し
、
研
究
し
、
及
び
企
画
す
る
こ
と
。 

 

十
五 

各
行
政
機
関
が
行
う
国
家
公
務
員
等
の
人
事
管
理
に
関
す
る
方
針
、
計
画
等
に
関
し
、
そ
の
統
一
保
持
上
必
要
な
総

合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

十
六 

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
能
率
、
厚
生
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
行
政
（
人
事
院
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
七 

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
八 

特
別
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
関
す
る
こ
と
。 

 

十
九 

第
十
四
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
等
の
人
事
行
政
に
関
す
る
こ
と
。
（
他
の
行
政
機

関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

二
十 

行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二
十
一 

行
政
制
度
一
般
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
企
画
す
る
こ
と
。 

 

二
十
二 

行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
及
び
運
営
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
三 

行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
及
び
運
営
に
関
す
る
調
査
、
企
画
、
立
案
及
び
勧
告
を
行
う
こ
と
。 



 
 

 

三 

 
二
十
四 

各
行
政
機
関
の
機
構
の
新
設
、
改
正
及
び
廃
止
並
び
に
定
員
の
設
置
、
増
減
及
び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ

と
。 

 

二
十
五 
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
る
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
す
べ
き
も
の

と
さ
れ
る
法
人
の
新
設
、
目
的
の
変
更
そ
の
他
当
該
法
律
の
定
め
る
制
度
の
改
正
及
び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
こ 

 
 

と
。 

 

二
十
六 

各
行
政
機
関
の
業
務
の
実
施
状
況
を
監
察
し
、
必
要
な
勧
告
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
七 

前
号
の
監
察
に
関
連
し
て
、
第
二
十
五
号
に
規
定
す
る
法
人
の
業
務
及
び
国
の
委
任
又
は
補
助
に
係
る
業
務
の
実

施
状
況
に
関
し
必
要
な
調
査
を
行
う
こ
と
。 

 

二
十
八 

各
行
政
機
関
の
業
務
及
び
前
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
に
つ
き
必
要
な
あ
つ
せ
ん
を
行
う
こ 

 
 

と
。 

 

二
十
九 

行
政
相
談
委
員
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十 

統
計
及
び
統
計
制
度
の
改
善
発
達
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
企
画
す
る
こ
と
。 

 

三
十
一 

統
計
調
査
の
審
査
、
基
準
の
設
定
及
び
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 



 

 
 

 

四 

 
三
十
二 

統
計
報
告
の
徴
集
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
三 

統
計
機
関
の
機
構
、
定
員
及
び
運
営
に
関
し
、
地
方
公
共
団
体
の
長
又
は
教
育
委
員
会
に
対
し
、
連
絡
及
び
勧
奨

を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
四 

統
計
職
員
の
養
成
の
企
画
及
び
検
定
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
五 

国
際
統
計
事
務
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三
十
六 

ア
ジ
ア
統
計
研
修
所
の
設
立
及
び
運
営
の
た
め
の
援
助
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
連
合
開
発
計
画
と
の
間
の

協
定
に
基
づ
き
、
ア
ジ
ア
統
計
研
修
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
研
修
の
実
施
に
関
す
る
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 

三
十
七 

国
勢
調
査
そ
の
他
国
勢
の
基
本
に
関
す
る
統
計
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

三
十
八 

国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
各
種
の
統
計
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

三
十
九 

国
勢
調
査
そ
の
他
国
勢
の
基
本
に
関
す
る
統
計
調
査
の
製
表
及
び
国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を

受
け
て
実
施
し
た
各
種
の
統
計
調
査
の
製
表
を
行
う
こ
と
。 

 

四
十 

国
の
行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
各
種
の
統
計
調
査
の
製
表
を
行
う
こ
と
。 

 

四
十
一 

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
統
計
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。 



 
 

 

五 

 
四
十
二 

統
計
技
術
の
研
究
そ
の
他
統
計
の
改
善
発
達
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四
十
三 

統
計
に
関
す
る
図
書
及
び
資
料
を
収
集
し
、
整
備
し
、
編
集
し
、
及
び
刊
行
す
る
こ
と
。 

 

四
十
四 
統
計
知
識
の
普
及
及
び
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四
十
五 

各
行
政
機
関
の
陸
上
交
通
の
安
全
に
関
す
る
施
策
及
び
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

四
十
六 

各
行
政
機
関
の
交
通
の
安
全
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四
十
七 

交
通
の
安
全
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
を
調
査
し
、
企
画
し
、
及
び
立
案

す
る
こ
と
。 

 

四
十
八 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
通
安
全
対
策
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

四
十
九 

各
行
政
機
関
の
老
人
に
関
す
る
施
策
及
び
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

五
十 

各
行
政
機
関
の
老
人
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五
十
一 

老
人
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
を
調
査
し
、
企
画
し
、
及
び
立
案
す
る
こ

と
。 



 

 
 

 

六 

 
五
十
二 

各
行
政
機
関
の
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
関
す
る
施
策
及
び
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

五
十
三 

各
行
政
機
関
の
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五
十
四 
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
を
調
査
し
、
企
画 

 
 

し
、
及
び
立
案
す
る
こ
と
。 

 

五
十
五 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
改
善
対
策
特
定
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律 

 
 

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

五
十
六 

青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
基
本
的
か
つ
総
合
的
な
施
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五
十
七 

青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
施
策
及
び
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
こ 

 
 

と
。 

 

五
十
八 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
青
少
年
の
指
導
、
育
成
、
保
護
及
び
矯
正
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
他
の
行
政
機

関
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
を
企
画
し
、
立
案
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。 

 

五
十
九 

北
方
領
土
問
題
そ
の
他
北
方
地
域
（
政
令
で
定
め
る
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い 

 
 

て
、
調
査
研
究
し
、
関
係
資
料
を
収
集
分
析
し
、
及
び
国
民
世
論
の
啓
発
を
図
る
こ
と
。 



 
 

 

七 

 
六
十 

北
方
地
域
に
生
活
の
本
拠
を
有
し
て
い
た
者
に
対
す
る
必
要
な
援
護
措
置
の
実
施
の
推
進
を
図
り
、
及
び
そ
の
援
護

措
置
の
実
施
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
。 

 

六
十
一 
本
土
（
北
方
地
域
以
外
の
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
北
方
地
域
に
わ
た
る
身
分
関
係
事
項
そ
の
他
の
事
実

に
つ
い
て
、
公
の
証
明
に
関
す
る
文
書
を
作
成
す
る
こ
と
。 

 

六
十
二 

本
土
と
北
方
地
域
と
の
間
に
お
い
て
解
決
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
し
、
連
絡
し
、
あ
つ
せ
ん
し
、
及
び

処
理
す
る
こ
と
。 

 

六
十
三 

第
五
十
九
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
北
方
地
域
に
関
す
る
事
務
（
外
務
省
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
の
事
務
の
総
合
調
整
及
び
推
進
を
図
る
こ
と
。 

 

六
十
四 

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
を
監
督
す
る
こ
と
。 

 

六
十
五 

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

六
十
六 

所
掌
事
務
に
関
し
、
必
要
な
資
料
の
収
集
を
行
う
こ
と
。 

 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

八 

第
五
条 

削
除 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
港
湾
調
整
審
議
会 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
港
湾
調
整
審
議
会
」
を 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公
務
員
制
度
審
議
会
」 

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

公
務
員
制
度
審
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
の
労
働
関
係
の
基
本
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
に
建
議
す
る
。 

 

第
二
章
中
第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
及
び
一
節
を
加
え
る
。 

 

（
青
少
年
対
策
本
部
） 

第
十
五
条
の
二 

本
府
に
、
青
少
年
対
策
本
部
を
置
く
。 

２ 

青
少
年
対
策
本
部
は
、
第
四
条
第
五
十
六
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

３ 

青
少
年
対
策
本
部
の
長
は
、
青
少
年
対
策
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

４ 

青
少
年
対
策
本
部
長
は
、
青
少
年
対
策
本
部
の
事
務
を
統
括
す
る
。 

５ 

青
少
年
対
策
本
部
に
、
青
少
年
対
策
副
本
部
長
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
つ
て
充
て
る
。 



 
 

 

九 

６ 

青
少
年
対
策
副
本
部
長
は
、
青
少
年
対
策
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

７ 
青
少
年
対
策
本
部
に
、
次
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

８ 

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
青
少
年
対
策
本
部
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
北
方
対
策
本
部
） 

第
十
五
条
の
三 

本
府
に
、
北
方
対
策
本
部
を
置
く
。 

２ 

北
方
対
策
本
部
は
、
第
四
条
第
五
十
九
号
か
ら
第
六
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

３ 

北
方
対
策
本
部
の
長
は
、
北
方
対
策
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
つ
て
充
て
る
。 

４ 

北
方
対
策
本
部
長
は
、
北
方
対
策
本
部
の
事
務
を
統
括
す
る
。 

５ 

北
方
対
策
本
部
長
は
、
北
方
対
策
本
部
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長

に
対
し
て
協
力
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

北
方
対
策
本
部
に
、
北
方
対
策
副
本
部
長
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
を
も
つ
て
充
て
る
。 

７ 

北
方
対
策
副
本
部
長
は
、
北
方
対
策
本
部
長
の
職
務
を
助
け
る
。 

８ 

北
方
対
策
本
部
に
、
所
要
の
職
員
を
置
く
。 



 

 
 

 

一
〇 

９ 

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
北
方
対
策
本
部
の
組
織
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

地
方
支
分
部
局 

 

（
地
方
支
分
部
局
） 

第
十
五
条
の
四 
本
府
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
管
区
行
政
監
察
局
を
置
く
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
分
の
間
、
本
府
に
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
、
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
を
置
く
。 

３ 

管
区
行
政
監
察
局
及
び
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
は
、
第
四
条
第
二
十
六
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
及
び
こ

れ
に
関
す
る
同
条
第
六
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。 

４ 

管
区
行
政
監
察
局
及
び
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
は
、
前
項
の
事
務
の
ほ
か
、
環
境
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
当
該
所
掌
事
務

に
関
す
る
調
査
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
整
理
並
び
に
環
境
庁
の
所
管
行
政
に
関
す
る
相
談
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
事
務
の
ほ
か
、
管
区
行
政
監
察
局
及
び
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
に
、
第
四
条
第
二
十
三
号

に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
行
政
機
関
の
機
構
、
定
員
及
び
運
営
に
関
す
る
調
査
の
事
務
並
び
に
同
条
第
六
十
六
号
に
掲
げ
る
事

務
の
う
ち
同
条
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
、
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十
四
号

に
掲
げ
る
事
務
（
同
条
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
統
計
技
術
の
研
究
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す



 
 

 

一
一 

る
も
の
を
分
掌
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 
第
四
項
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
環
境
庁
長
官
が
管
区
行
政
監
察
局
及
び
沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
の
長
を
指
揮
監
督
す
る
。 

７ 

管
区
行
政
監
察
局
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

８ 

沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

９ 

沖
縄
行
政
監
察
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。 

 

政
令
で
定
め
る
管
区
行
政
監
察
局
に
、
そ
の
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
行
政
監
察
支
局
を
置
く
。 

 

行
政
監
察
支
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

行
政
監
察
支
局
の
内
部
組
織
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。 

 

政
令
で
定
め
る
管
区
行
政
監
察
局
及
び
行
政
監
察
支
局
に
、
そ
の
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
行
政
監
察
事
務
所 

 

を
置
く
。 

 

行
政
監
察
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

行
政
監
察
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。 

 

第
十
六
条
中
「
総
務
庁
」
を
削
る
。 



 

 
 

 

一
二 

 
第
十
七
条
の
表
中
総
務
庁
の
項
を
削
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
総
務
庁
設
置
法
の
廃
止
） 

２ 

総
務
庁
設
置
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
七
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
等
） 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で

定
め
る
。 



 
 

 

一
三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

肥
大
化
し
、
か
つ
、
硬
直
化
し
た
行
政
機
構
を
変
革
し
、
行
政
が
時
代
の
変
化
に
対
応
し
て
そ
の
役
割
を
効
率
的
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
総
務
庁
を
廃
止
し
、
そ
の
所
掌

事
務
の
一
部
を
総
理
府
の
所
掌
事
務
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


